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　筆者は、このほど、標題のような「わがかがわ
のかわ」懇談会が、地元香川県内で開催される
ことになったことを受け、現地視察も含むその懇
談会への参加を要請された。そこで、その対象と
される「香川の川」について、より詳細に視察さ
せて頂くとともに、とくに強く印象に残った事項等
についての論点整理を行い、その結果に基づく
私的所見を披露させて頂いた。
　これを受けて、本稿では、はじめに「わがかがわ
のかわ」懇談会が設置されるに至ったのかとい
う、その趣旨説明を明らかにした上で、なにゆえに
敢えて香川県内における独自の「河川整備計
画」を策定する必要があるのかという点について
の補足説明を試みることにしよう。そして最後に、
その検討対象としての「香川の川」に関わる筆
者の所見の一端を披露することにしたい。
　そこで、まず「わがかがわのかわ」懇談会の「設
置要綱」に着目すれば、この懇談会の〈設置目
的〉として、この懇談会では、（香川）県が策定す
る河川整備計画について検討を行い、「河川に
関し学識経験を有する者」、「関係住民」及び
「関係市町長」から意見を聴くことを目的とする、
と規定されている。また、その〈検討事項〉として、
この懇談会では、河川整備計画の内容につい
て検討を行うものである、と明記されている。
　それでは、なにゆえに「河川整備」の計画づく
りを行う必要があるのかといえば、わが国の国土
保全や公共利害に関係のある重要な河川を指
定し、これらの管理・治水及び利用等を定めた
法律である【河川法】（昭和39年7月10日法律
第167号）において、《河川整備基本方針》と
《河川整備計画》を策定することが規定されて
いるからである。このうち、その前者（すなわち、
《河川整備基本方針》）とは、〈長期的な河川整
備の方針〉を定めるものであり、また、その後者
（すなわち、《河川整備計画》）では、〈具体的な
整備の計画〉を策定することと定められている。
その具体として、《河川整備基本方針》では、①
河川の総合的な保全と利用に関する基本方
針（すなわち、長期的な視点に立った河川整備
に関する基本方針の決定）と、②河川工事の実
施の基本となるべき計画に関する事項（すなわ
ち、河川整備の考え方の記述）を行うことが求め
られており、また、《河川整備計画》では、①河川
整備の目標（すなわち、20～30年後の河川整
備の目標の明記）と、②河川の整備の実施に
関する事項（すなわち、個別の事業を含む具体

的な河川整備の内容の明記）が求められている
のである。
　このようなことから、地元香川の《河川整備計
画》を策定するための手順として、それぞれの河
川ごとに、その関係住民を対象とした〈説明会〉
や〈パブリックコメント〉等が開催されたことを受け
て、上記の「わがかがわのかわ」懇談会が開催さ
れるに至ったのである。そこで、このたびの懇談
会で検討すべき対象として取り上げられたのは、
「古川」と「一の谷川」と「詰田川」の三水系で
あった。このうち、「古川水系」とは、本県の東部
(東かがわ市)を流れる流路延長2.5km、流域面
積2.8㎢の流域であり、また、「一の谷川水系」と
は、本県の西部（観音寺市）を流れる流路延長
7.1㎞、流域面積19.9㎢の流域である。さらに、
「詰田川水系」とは、本県のほぼ中央（高松市）
を流れる流路延長5.8km、流域面積34.8㎢の
流域であった。
　このような「香川の川」に着目すれば、そのい
ずれにも共有する属性に加えて、その一方で、そ
れぞれの流域ごとに相異なる個別具体の特徴
（ないし個性）があることにも留意すべきであろう。
このうち、その前者に着目すれば、そのほとんどす
べてが讃岐山脈に源を発して、山間部では急勾
配で流れ、平野部では急変して扇状地を形成
し、天井川となって瀬戸内海に流れ込んでいる
という地勢学的な特徴が指摘される。その意味
でも、「香川の川」を考察するためには、なにより
も共通の〈視点〉あるいは〈問題意識〉を明確に
しておくことが強く望まれる。また、そのための具
体的な検証の仕方として、「河川整備」に関わる
《治水》（たとえば、浸水被害の軽減等）に加え
て、《利水》（流水の適正利用等）や《環境》（水
質の維持や生物多様性への配慮等）に対する
吟味検証も必要不可欠な検討課題とされるべ
きであろう。
　そこで最後に、このたびの検討対象ごとに強
く感じた所見を記しておこう。まず、「古川水系」に
関わる河川整備については、とくに高潮や津波
等に備えた安全面の配慮が重要ではないかと
思われた。つぎの「一の谷川水系」については、
とくに水質の保全に努めることが重要な課題で
はないかと思われた。そして、最後の「詰田川水
系」については、とりわけ都市景観にも配慮した
親水護岸等の整備が喫緊の課題ではないかと
強く思われた。
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